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事故 交通安全の確保

【課題】

①愛知県平均の約1.8倍と高い死傷事故率

渋滞 交通の円滑化

【課題】

①国道22号等で朝・夕ピーク時に速度低下が
発生

②特に市街地付近では速度低下が顕著

３．計画段階評価 １）政策目標と課題

物流・産業
都市間の物流アクセス性
向上・産業活性化支援

【課題】

①名古屋と岐阜地域間を結ぶ高速道路ネット
ワークは迂回感がある（一般道に比べ1.5倍）

②高速道路を利用した場合に所要時間にばら
つきが生じ、時間信頼性が低い

高速道路と一般道路の経路

22

21

一宮IC

岐阜市役所

一宮木曽川IC

一宮中IC

渋滞が発生
しやすい区間

約20km

約30km

0

70

140

愛知県平均 一宮中IC～一宮木曽川IC

※死傷事故率：自動車の走行距離あたりの事故件数

死傷事故のイメージ

国道22号における死傷事故率※

国道22号の走行速度

出典：H27全国道路・街路交通情勢調査 混雑時旅行速度(上下線平均)

朝ピーク時交通状況（国道２２号 富士４交差点付近）

愛知県平均の
約1.8倍の死傷事故率

評価対象区間
（一宮中～一宮木曽川）

20.0

25.0

30.0

35.0

評価対象区間
（一宮中～一宮木曽川）

国道２２号
（評価対象区間以外）

121

6933km/h

28km/h

対象区間は渋滞の発生
などにより速度が低い

（件/億台キロ）

（km/h）

※延長、岐阜市役所～一宮ICを対象 出典：ETC2.0プローブ（H30.10）

高速道路の移動時間
（岐阜市役所～一宮ＩＣ間）

混雑時 非混雑時

42分 30分12分のバラツキ
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整備
形態

標準断面図 整備イメージ

専用部
整備案

部分
立体案

平面
8車線案

３．計画段階評価 ２）複数案の設定

■国道２２号の沿線では、既に都市計画に基づき、市街化やまちづくりが進展しており、現道上以外での整備は困難なこと
から国道２２号と同一ルートにおいて対応可能となる道路構造案を抽出

■構造形式比較図

国道２２号

専用部

一般部
（国道２２号）

一般部
（国道２２号）

（平面部）（平面部）

国道２２号
（立体部）

国道22号

平面8車線化
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名
神
高
速
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路

■国道22号周辺の開発状況

国道22号

部分立体化 部分立体化一
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東
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3
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速
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専用部整備
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評価項目 評価ポイント

【案①】専用部整備案 【案②】部分立体案 【案③】平面８車線案

・全線立体構造で整備し、地域交通と通過交通を分化するこ
とで、産業・物流拠点間の高速アクセス性・時間信頼性を向上
させるとともに現道の渋滞や事故に対する課題解決を図る案
※高速道路を利用する際には、料金がかかる可能性がある

・信号が連続する区間(富士3・両郷町～常願通７)において、
部分的に立体構造で整備し、渋滞や事故に対する課題解決
を部分的に図る案

・全線で現道を拡幅し、工事中の現道交通への影響を考慮し
つつ、渋滞や事故に対する課題軽減を図る案

約6ｋｍ 約6ｋｍ（部分立体:約2km） 約6ｋｍ

「
政
策
目
標
」
に
対
す
る
評
価

都市間の物流・人流
アクセス性向上・産
業活性化支援

岐阜・一宮地区
と名古屋間の移
動距離が短い

・都市間を結ぶ高速道路の距離が短くなる

《移動距離（岐阜市役所～一宮IC）：約30km ⇒ 約20km》

・都市間を結ぶ高速道路の距離は変わらない

《移動距離（岐阜市役所～一宮IC）：約30km ⇒ 約30km》

・都市間を結ぶ高速道路の距離は変わらない

《移動距離（岐阜市役所～一宮IC）：約30km ⇒ 約30km》

道路の移動時
間が読め、信頼
性が高い

・都市間の高速道路の移動において、渋滞箇所を通過しなくな
るため時間信頼性が向上する

《渋滞ボトルネック箇所通過延長(一宮西IC～一宮IC）：約5km ⇒ 0km》

・一宮ＩＣや一宮木曽川ＩＣのジャンクション化により、効率
的な高速道路ネットワークの利用を可能とする

・都市間の高速道路の移動において、東海北陸道から国道22
号へ交通がやや転換するため、時間信頼性はやや向上するもの
の渋滞ボトルネック箇所は残存する

《渋滞ボトルネック箇所通過延長(一宮西IC～一宮IC）：約5km ⇒ 5km》

・都市間の高速道路の移動において、東海北陸道から国道22
号へ交通が若干転換するため、時間信頼性は若干向上するも
のの渋滞ボトルネック箇所は残存する

《渋滞ボトルネック箇所通過延長(一宮西IC～一宮IC）：約5km ⇒ 5km》

交通の円滑化
速達性が高く
渋滞が少ない

・国道22号の通過交通と地域交通を分離しつつ、交通容量を
最も拡大する事で、国道22号・周辺道路等の旅行速度が最
も向上する

《国道22号の旅行速度（一宮～一宮木曽川）：22km/h※1 ⇒ 80km/h※2 》

・インターチェンジの設置により、地域交通（名古屋方面）の
専用部への転換を促進する

・国道22号の信号交差点の一部を回避しつつ、交通容量を
拡大する事で、国道22号・周辺道路等の旅行速度がやや向
上するものの効果は限定的

《国道22号の旅行速度（一宮～一宮木曽川）：22km/h※1 ⇒ 41km/h※3 》

・国道22号の交通容量を拡大する事で、国道22号・周辺道
路等の旅行速度が若干向上するものの現状とほぼ変わらない

《国道22号の旅行速度（一宮～一宮木曽川）：22km/h※1 ⇒ 34km/h※4 》

交通安全の確保
交通事故が少な
い

・一宮市をはじめとする周辺地域の渋滞が緩和する事で交通
事故件数が最も削減する

・一宮市をはじめとする周辺地域の渋滞がやや緩和する事で交
通事故件数がやや削減するものの効果は限定的

・一宮市をはじめとする周辺地域の渋滞が若干緩和する事で
交通事故件数が若干削減するものの効果は限定的

「
配
慮
す
べ
き
ポ
イ
ン

ト
」
に
対
す
る
評
価

生活環境への配慮
生活への影響が
少ない

・旅行速度が向上することに伴い、自動車排ガス量が低下する
ため、生活環境（大気）の影響は最も小さくなる

・旅行速度が向上することに伴い、自動車排ガス量が低下する
ため、生活環境（大気）の影響はやや小さくなる

・旅行速度が若干向上することに伴い、自動車排ガス量が低
下するため、生活環境（大気）の影響は若干小さくなる

自然環境への配慮
自然への影響が
少ない

・概ね既存の道路用地内で施工が可能なため、自然環境は
大きく変化しない

※動物、植物、生態系は、重要な種・群落の生息地・生育地等を回避している

・概ね既存の道路用地内で施工が可能なため、自然環境は
大きく変化しない
※動物、植物、生態系は、重要な種・群落の生息地・生育地等を回避している

・既存の道路用地内で施工が可能なため、自然環境は変化し
ない
※動物、植物、生態系は、重要な種・群落の生息地・生育地等を回避している

工事中の影響
工事中の現道
交通への影響が
少ない

・全線を立体構造とする整備（規制範囲が広く、大規模構造
物が多くある）のため、国道22号の車線を規制する工事の期
間が最も長い等、現道交通への影響が最も大きい

・部分的な立体構造等の整備（規制範囲が広く、大規模構
造物が部分的にある）のため、国道22号の車線を規制する工
事の期間がやや長い等、現道交通への影響がやや大きい

・現道拡幅する整備（規制範囲は広いが、大規模構造物が
ない）のため、国道22号の車線を規制する工事の期間が最も
短い等、現道交通への影響が最も少ない

そ
の
他

経済性
建設に要する費
用が安い

約1,600億円～1,960億円 約300億円～360億円 約100億円～120億円

※1（現況）:H27全国道路・街路交通情勢調査（以下、「H27道路交通センサス」）における混雑時の速度

※4（平面8車線案）:H27道路交通センサスにおける非混雑時の速度

※3（部分立体案）:部分立体区間を60km/h、その他区間をH27道路交通センサスにおける非混雑時の速度※2（専用部案）:隣接区間（名古屋高速一宮線）の規制速度80km/hとする。
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平面8車線化

専用部整備 東
海
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陸
自
動
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道

一
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中
入
口

：意見聴取結果を踏まえた重視すべき事項、配慮すべき事項 ：他の案と比較し優位な事項

名
神
高
速
道
路

３．計画段階評価 ３）対策案の比較 10
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３．計画段階評価 ４）計画段階環境配慮書

計画段階
配慮事項

案①：専用部整備案 案②：部分立体案 案③：平面８車線案

大気質

集落・市街地を通過し、道路の整備に伴い、交通量が増加
すると考えられることから、影響を与える可能性はありますが、
走行速度が向上するため、その程度は小さいと評価します。

集落・市街地を通過し、道路の整備に伴い、交通量が増加
すると考えられることから、影響を与える可能性はありますが、
走行速度がやや向上するため、その程度は小さいと評価します。

集落・市街地を通過し、道路の整備に伴い、交通量が増加
すると考えられることから、影響を与える可能性はありますが、
走行速度がやや向上するため、その程度は小さいと評価します。

影響の程度は、走行速度が最も向上する案①が最も小さいと評価します。

騒音

集落・市街地を通過し、道路の整備に伴い、交通量及び走
行速度が増加すると考えられることから、供用時の交通量及
び走行速度によっては、騒音に影響を与える可能性があると
評価します。

集落・市街地を通過し、道路の整備に伴い、交通量及び素
行速度が増加すると考えられることから、供用時の交通量及
び走行速度によっては、騒音に影響を与える可能性があると
評価します。

集落・市街地を通過し、道路の整備に伴い、交通量及び走
行速度が増加すると考えられることから、供用時の交通量及
び走行速度によっては、騒音に影響を与える可能性があると
評価します。

いずれの案も影響の程度は、同程度と評価します。

動物

既存資料により詳細な位置が特定できた重要な種の生息地
を通過しないため、影響は小さいと評価します。また、既に改
変されている国道22号を極力活用した構造を検討することか
ら、動物への影響は回避、低減されるため小さいと評価します。

既存資料により詳細な位置が特定できた重要な種の生息地
を通過しないため、影響は小さいと評価します。また、既に改
変されている国道22号を極力活用した構造を検討することか
ら、動物への影響は回避、低減されるため小さいと評価します。

既存資料により詳細な位置が特定できた重要な種の生息地
を通過しないため、影響は小さいと評価します。また、既に改
変されている国道22号を極力活用した構造を検討することか
ら、動物への影響は回避、低減されるため小さいと評価します。

いずれの案も同一ルートであるため、影響の程度は、同程度と評価します。

植物

既存資料により詳細な位置が特定できた天然記念物や巨
樹・巨木林を通過すると予測されますが、その位置が特定でき
ていることや、既に改変されている国道22号を極力活用した
構造を検討することから、植物への影響は回避、低減されるた
め、小さいと評価します。

既存資料により詳細な位置が特定できた天然記念物や巨
樹・巨木林を通過すると予測されますが、その位置が特定でき
ていることや、既に改変されている国道22号を極力活用した
構造を検討することから、植物への影響は回避、低減されるた
め、小さいと評価します。

既存資料により詳細な位置が特定できた天然記念物や巨
樹・巨木林を通過すると予測されますが、その位置が特定でき
ていることや、既に改変されている国道22号を極力活用した
構造を検討することから、植物への影響は回避、低減されるた
め、小さいと評価します。

いずれの案も同一ルートであるため、影響の程度は、同程度と評価します。

生態系

既存資料により確認できた、生態系の保全上重要であって、
まとまって存在する自然環境のうち、その一部である河川、水
路が現在の国道22号と交差しているものの、その箇所はいず
れも暗渠構造であることから、生態系の保全上重要な自然環
境にはなりにくいため、生態系への影響は小さいと評価します。

既存資料により確認できた、生態系の保全上重要であって、
まとまって存在する自然環境のうち、その一部である河川、水
路が現在の国道22号と交差しているものの、その箇所はいず
れも暗渠構造であることから、生態系の保全上重要な自然環
境にはなりにくいため、生態系への影響は小さいと評価します。

既存資料により確認できた、生態系の保全上重要であって、
まとまって存在する自然環境のうち、その一部である河川、水
路が現在の国道22号と交差しているものの、その箇所はいず
れも暗渠構造であることから、生態系の保全上重要な自然環
境にはなりにくいため、生態系への影響は小さいと評価します。

いずれの案も同一ルートであるため、影響の程度は、同程度と評価します。

景観

上空方向に構造物が連続的に構築されるため、景観への影
響を与える可能性はありますが、事業実施想定区域は、既存
の高速道路を含む人工物が多い地域で、重要な箇所（主
要な眺望点、景観資源）を通過しないため、景観への影響
は小さいと評価します。

上空方向に構造物が部分的に構築されるため、景観への影
響を与える可能性はありますが、事業実施想定区域は、既存
の高速道路を含む人工物が多い地域で、重要な箇所（主
要な眺望点、景観資源）を通過しないため、景観への影響
は小さいと評価します。

上空方向に構造物が構築されないことや重要な箇所（主要
な眺望点、景観資源）を通過しないため、景観への影響は
小さいと評価します。

いずれの案も影響の程度は、同程度と評価します。
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■全線立体構造で整備し、地域交通と通過交通を分化することで、産業・物流拠点間の高速アクセス性・時間信頼性を向上
させるとともに現道の渋滞や事故に対する課題解決が最も期待できる【案①:専用部整備案】とする。

■地域の利便性向上の観点で高速道路へのアクセス性を高め、地域内利用と地域外利用の機能分化を一層発揮させるため、
既存の高速インターチェンジから距離があり、国道22号に流出入する交通が多い両郷町交差点付近に「インターチェンジ設置」
の検討を行う。

■高速道路利用者の利便性（高速道路のアクセス機能）を最大限高めるために、現在一部の相互利用ができない
一宮ICや新たに交差する一宮木曽川ICについて、「接続機能の強化(ジャンクション化)」の検討を行う。

至

名
古
屋

一宮市 岐南町

岐阜市

稲沢市

一宮東出口

一宮木曽川IC

一宮JCT

岐阜各務原IC

至 東京

富士３
富士４

朝日２

朝日３

東島町

中島通３

西島町５

浅野

常願通7

高田西

大毛西

伏屋

上印食

八剣北1

下浅野

島崎1

外崎

三ツ井

岩倉市
北名古屋市

清須市

江南市

至 大阪

各務原市

笠松町

JCT化検討位置

IC検討位置

IC・JCT化検討位置

一宮東入口

一宮木曽川
インター北

黒田西石原

北方狐塚

北方町

両郷町

一宮IC

一宮西IC

尾西IC

標準断面図

専用部

一般部
（国道２２号）

一般部
（国道２２号）

３．計画段階評価 ５）対応方針の決定 12


